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改 正 内 容

県が発注する森林整備業務の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱（平成21年宮崎県告示第 409号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

（指名基準） （指名基準）

第12条 ［略］ 第12条 ［略］

２ 指名する入札参加者の数は、次のとおりとする。 ２ 指名する入札参加者の数は、別に定めるところによる。

(１) 予定価格が 250万円未満の場合 ３者以上

(２) 予定価格が 250万円以上2000万円未満の場合 ６者以上

(３) 予定価格が2000万円以上の場合 10者以上

附 則

この告示は、公表の日から施行する。


